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第５回環境基本計画改定検討部会発言要旨 平成２５年４月２４日（水）

発言者 発言要旨

環 境 課 長 では、皆様こんにちは。定刻になりましたので、これから環境清掃審議会の

環境基本計画改定のための第５回の部会を開催をお願いしたいと存じます。

申しおくれましたが、私は今年の４月１日付の人事異動によりまして環境課

長を拝命いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

まず初めに、４月１日の人事異動により変更になりました環境部の説明員に

ついて、私からご紹介させていただきます。

まず、ごみ減量対策課長でございます。

ごみ減量対策課長 よろしくお願いします。

環 境 課 長 続きまして、杉並清掃事務所方南支所担当課長でございます。

方南支所担当課長 どうぞよろしくお願いいたします。

環 境 課 長 もう１人、杉並清掃事務所長がかわってございます。事務所で現場対応がご

ざいまして、おくれて参ります。申しわけございません。

また、本日は他の部の職員も出席させていただいておりますけれども、時間

の関係で個別の紹介は省略させていただきます。席上の席表にてご確認をいた

だければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

本日の部会でございますが、過半数を超える11名の方のご出席をいただいて

おりますので、本部会は有効に成立をしております。

部会員の皆様におかれましては、年度の初めのお忙しい中、お集まりいただ

きまして、まことにありがとうございます。本日のご審議をよろしくお願いい

たします。

本日の計画改定検討部会では、これまでの３回にわたるグループ討議、検討

会の議論の結果を踏まえて、計画改定の部会の意見のまとめとしてご審議をい

ただきたいと存じます。

それでは、ここで資料の確認をさせていただきたいと思います。

まず、事前に郵送で送らせていただきました、本日の議論の参考資料といた

しまして、「杉並区環境基本計画改定部会まとめ」、Ａ３の横型で両面刷りの

資料をお送りしてございます。

それから、本日席上には、次第と席表を置かせていただいております。

資料の不足はございませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。

私のほうからは以上でございます。
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では、これから部会長の進行をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。

部 会 長 どうもありがとうございました。

年度が変わって初めてであります。この部会は２月と３月と３回にわたっ

て、基本計画に盛り込むべき課題を大きく５つに分けて、いわばフリーディス

カッション、できるだけそれぞれの方が思っておられること、感じたこと、あ

るいはこれからに対する期待だとか、そういったことについて、やや計画とい

う型式にこだわらない議論をしていただきました。

そういうややフリーな議論の結果を、これから定める環境基本計画という、

行政計画に移し変えていく、変換していく作業が必要ですが、今日はそういっ

たところに歩を進めていくことになります。

今日は事務局で全３回の議論の結果を項目ごとにまとめていただきましたの

で、これを最終的に確定、確認をしていきたいと思っています。

これからの進め方はまた最後にご相談しますが、計画にどういうふうに何を

盛り込んだらいいかという、いわゆる骨格を事務局で作っていただいて、それ

を議論し、そしてその次にいよいよ計画に向けての答申の案についての議論、

そして答申案づくりというふうに進めていくのかなと思っています。そんなこ

とを念頭に置いて進めたいと考えています。

ここで、事務局にこの今日のお手元の資料を説明してくださいと申し上げて

もいいのですが、これまでの過去の審議会で、たまたまこの前に廃棄物の計画

をつくったときにお話ししたことがありますけれども、そのときのことをもう

一回皆さんに思い起こしていただきたいという趣旨で、少しお話しさせていた

だきたいと思います。

まず、環境基本計画の性格ですけれども、これは単なる作文ではありませ

ん。これは杉並区に、区というのは、区役所という意味の区というのと、杉並

という場所という区という、両方の意味がありますが、行政としての杉並区の

環境政策の基本戦略づくりだと思います。したがって、行政にとっては行政施

策だとか行政行動にとっての戦略であるし、一方、区民に対しては、区民の取

り組みに対する一種のガイドラインみたいな形になる。これは基本的には行政

計画ですので、縛るのは行政になります。ここに書いたからといって、それに

よって市民が直接的にこれで縛られてしまうというわけではありませんが、環

境問題については、行政だけが主体でお任せしますという問題では、もはやな
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い。いろんな取り組みの積み重ね、相乗効果でしかなかなか効果が出ないとい

うことから、どうしてもほかの主体のことについても触れざるを得ないと思っ

ていますが、そのときに主体との距離が比較的あると思います。

これも前の審議会で申し上げましたが、よく環境政策論の教科書に書いてあ

ることですが、環境計画とはどのようなものだという事項で、大まかには５つ

ぐらい基本的事項があると申し上げました。１つ目は、いつごろを目標に、期

間の問題、期間をちゃんと定めなくてはいけません。２つ目は、目標というの

を明確にする必要があります。３つ目は、その目標を達成するための施策だと

か、その具体化のための手段というものを、施策や手段というものをそこにい

かに盛り込むかということです。この２つ目に言ったことと３つ目に言ったこ

とが計画の核になります。目標と手段というのはよく計画論で、どんな計画で

も、これは環境とか関係なく一般的な土木計画だとか経済計画だとか色んなも

のがありますけれども、目標と手段の組み合わせだとよく言われます。それか

ら４つ目が、取り組みの実施主体についてどこまで書くかということで、さき

ほど言いました行政計画ですので、基本的には主語は行政ですけれども、しか

し、各種取り組み主体との協働だとか連携というのが不可欠でありますので、

そこにどこまで書き込むかというのがポイントになります。最後は進行管理の

問題、５つ目はＰＤＣＡ。これも廃棄物処理計画のときに多くの議論をしまし

たけれども、ＰＤＣＡというものが最後にある。多分、最終的にはこんなとこ

ろに、前回の議論は集約していかなくてはならないということかと思っていま

す。

それから、今までの議論の中でやったことは、これはたしか１月段階の議論

だったと思いますが、５つの大きな基本目標、基本的な事項があって、５つぐ

らいにこうやって分けましょうということは一番最初に議論して、それは前回

計画でもう既にここの杉並の環境基本計画では、策定されたときに議論された

ようですが、その基本は踏襲しましょうという話がありました。

問題は、この基本目標のⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳというのは、個別のそれぞれの分野

で明快にそれぞれに完結する目標というのがあってしかるべきだけれども、Ⅴ

というのは実はそれ自体が独立して完結する目標というのはないわけであっ

て、ここは一体目標を定めるとするにはどうしたらいいかというのは、相当今

回工夫しなくてはならないという意見はあったと記憶しています。

今、私が申し上げたのは非常に包括的な話で、内容に対しては一切たち至っ
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ていませんが、頭の整理としてこのぐらいのことが今後の作業で大切なことに

なると思っています。前回までとは頭を切りかえて、単なるフリーディスカッ

ションではなく、環境基本計画というものの中にどうやってこれまでの議論を

整理していくかといった配慮が必要だということを申し上げた次第です。

何かほかに、これからの議論についてお気づきの点はありませんか。いかが

でしょうか。

では、よろしければ、せっかく丁寧な資料を用意していただきましたので、

このＡ３の横長のものについてご説明をいただけますでしょうか。

環 境 課 長 では、私から、先ほど事前に郵送でお送りいたしました部会のまとめにつき

まして、ご説明をさせていただきたいと思います。

会長からもお話がございましたが、これまでのこの部会でのご議論が、各目

標ごとにフリーディスカッションというような形で議論されてこられたわけで

すが、その記録などをもとに事務局のほうでまとめさせていただいた資料でご

ざいます。Ａ３両面刷りになってございますが、全体としては、かなり最初の

段階でご議論いただきました基本的な事項と、それから全体にかかる意見、そ

して各目標ごとに現状と課題を左側に、今後の取り組みの方向性を右側に整理

をさせていただいております。

まず、一番最初の表側の基本事項でございますが、杉並区の総合計画という

のが既につくられてございますので、基本的には「みどり豊かな環境にやさし

いまち」というのを目標にするということにしてございます。そして、計画期

間につきましては33年度まで、これも総合計画の期間と合わせるということで

改定をする予定でございます。そして総合計画、それから基本構想などがもう

既に区にございますので、今回の環境基本計画につきましては、環境分野の個

別の計画という位置づけを確認をさせていただいているところでございます。

さらに、環境配慮行動指針、こちらはどちらかといいますと、今、会長からも

お話がございましたが、区だけではなくて区民あるいは事業者の皆さんにどの

ように行動していただくべきかということで、行動指針をつくることになって

ございます。それも含むという性格を持った計画ということでございます。

その上で、どのような内容を盛り込むかということで、右の点線で囲った内

容となってございます。公害や緑など記載のとおりに関することを計画化しよ

うというふうになってございます。

それから、次の大きな枠として「全体にかかる意見」でございます。こちら
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も、今、会長からお話がございましたが、目標が５つある中で、５つ目の目標

については全体にかかわる内容というもあり、構成に工夫が必要だというご意

見をいただいているところでございます。

それから、進捗状況が評価できるようにわかりやすい指標を設定するべきで

はないかというご意見もいただいてございます。

一方で、区にはほかにもさまざまな分野別の計画がございますので、この環

境基本計画にどこまで載せるかというのが精査が必要ではないかということ。

そして、前回のご議論で特に集中的にお願いしたわけですが、公民協働でして

いくことが必要だというようなことが、全体にかかるご意見ということで整理

をさせていただいてございます。

続きまして、目標Ⅰでございますが、こちらは持続発展可能なまちをつくる

という目標で挙げさせていただいている中で、これまでのご議論で課題あるい

はこれまでの評価としていただいていますのは、まず左側の上のほうから申し

上げますと、二酸化炭素の排出量を挙げているわけですけれども、そちらがい

わばそのままでいいのかというご議論をいただいてございます。

また、東日本大震災を契機に、エネルギー施策の見直しが大きく課題になっ

ていますので、防災や低炭素まちづくりの観点を踏まえたエネルギー対策が必

要であるということ、太陽光発電機器の普及について助成制度があったほうが

よいというようなご議論をいただいてございます。

さらに交通の関係では、道路、自動車から二酸化炭素の排出を減らすことも

必要だということ。そしてごみの関係では生ごみを減らす、あるいは分別につ

いて若年層への普及啓発などの工夫をしたほうがいいというようなご議論をい

ただいています。

それに対して今後の取り組みの方向性としては、いろいろ細かく書いてござ

いますが、エネルギーの関係では、成果が見える指標を設定するというような

こと、それから災害時のエネルギーの確保を図るべきだというようなことで、

方向性を打ち出してございます。

それから、少し飛びまして、交通の関係でございますけれども、交通に起因

する環境負荷を軽減するために、やはり徒歩や自転車、公共機関の利用を促進

するべきだというようなご議論をいただいています。

また、一番右側のほうで、ごみの関係では生ごみの減量、粗大ごみのリペ

ア・リユース、あるいは資源化などのご議論、そして小型電子機器の取り組み
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の検討もご指摘をいただいてございます。

次に、基本目標Ⅱでございますが、こちらは「区民の健康と生活環境を守る

まちをつくる」という目標でございます。

こちらは、自動車や化学物質に関する分野でございますので、まず自動車の

排出ガスの低減や、区内でも課題になってございます南北交通の利便性をご指

摘いただいております。また、自転車の有効活用などや、いわゆる測定の問題

では、モニタリングの測定ポイントが少ないということでご指摘をいただいて

います。

大気汚染の関係では、光化学オキシダントやＰＭ2.5の対応、さらには放射

能の測定の継続などを課題として挙げてございます。

そのような課題を挙げさせていただいた上で、今後の取り組みでございます

けれども、先ほどの課題に対して、やはり測定は１カ所ではなくて区内全域が

わかるようなものにするというようなご議論をいただいてございます。

そのほか、光化学オキシダントなどの環境基準が未達成なものがございます

ので、これを目標にするべきだというようなこと。それから、交通の関係で

は、先ほどの目標Ⅰにもつながるわけでございますが、自動車などの環境負荷

を軽減するために徒歩、自転車などを利用するというようなことで整理をして

ございます。

さらに右側では、放射能の対策やＰＭ2.5の対応については、継続的に計測

や検討をしていくということでまとめさせていただいてございます。

次に、裏面にいかせていただきます。こちらは目標Ⅲでございますが、「自

然環境が保全され、さまざまな生き物が生息できるまちをつくる」という目標

でございます。こちらは、どちらかといいますと緑などに関する内容になって

ございますが、課題といたしましては、民有地のみどりの保全が重要であると

いうご議論をいただいてございます。

また、区の施策でさまざまなみどりの施策を展開してございますけれども、

みどりのベルトづくりや保護樹林の維持管理が重要というご指摘をいただいて

ございます。

そのほか、学校の校庭の芝生化などの学校に関連することとかが話題として

出てきていること。それから、公園がもっとあるといいというようなご指摘も

いただいてございます。さらに、増やすだけではなくて、みどりの質を高める

ことも重要ではないかというご指摘をいただいているところでございます。
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これらに対しましては、今後の取り組み、方向性でございますが、みどりの

連続したまちなみをつくるというようなことで、生け垣や植え込みなど接道部

緑化を進めるということ。それから、区内でも河川が何本かございますけれど

も、そういうところの緑化を進めるということもご議論いただいたということ

でございます。

そのほか、区民参加によるみどりの保全や屋敷林などの保全策の強化を図る

ということ、さらに東京電力の総合グラウンドの跡地を区立公園の整備を進め

るということになってございますが、そういうようなご指摘をいただいている

ところでございます。

自然環境調査や自然体験学習などを実施するということでの区民参加の視点

もご議論をいただいているところでございます。

次に、４番目の「魅力ある快適なまちなみをつくる」というところでござい

ますが、こちらにつきましては、いわゆる景観や美しさなどのまちに関するご

議論をいただいているところでございます。

課題といたしましては、地域の美化活動などが、区民が主体となって活動し

ていることはよいことだということでございますけれども、何点かご指摘をい

ただいたのは、駅前広場が個性がなくなったとか、少しこの「魅力ある快適な

まちなみ」が環境との関係でわかりにくいというようなご指摘もいただいてい

るところでございます。ほかの分野との関係もあって、魅力ある商店街づくり

などが、環境の視点で少し工夫をすることが必要だというようなご指摘もいた

だいているところでございます。

その今後の方向性でございますが、地域との連携によるまちなみの美化とい

うことで、区では既に取り組んでございますけれども、路上喫煙や、区民の皆

様に参加していただいておりますさまざまなボランティア活動の支援をしてい

く、あるいは杉並らしい景観ということで、景観計画などつくってございます

けれども、景観あるいはみどりなどの分野とも連携をいたしまして、屋敷林な

どの保全などを努めていくということで整理をしてございます。

最後に、目標Ⅴでございます。こちらはほかの目標につながる、かかわると

いうようなことで、今後どういうふうに整理をするかということでございます

けれども、現在では「区民、事業者、区がともに環境を考え、行動するまちを

つくる」ということで目標を挙げさせていただいてございます。

こちらは、環境学習、環境保全に関する情報収集や提供が不十分だというよ
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うなご指摘をいただいてございます。

さらには、環境情報館のご議論をいただいたところでございまして、環境目

的での利用者をもっと増やすことが必要というご指摘をいただいてございます

し、事業の活性化をするべきだというご指摘もいただいてございます。

さらに、環境団体が区内に複数存在はしているんではございますが、もっと

活性化をするべきではないかというご議論をいただいたところでございます。

それからもう少し、区民の視点といいましょうか、広く環境問題について区

民が話し合える場や、子供たちの環境の意識を高めることをご議論いただいて

ございます。

今後の取り組みでございますが、環境教育・学習の充実を図るということ

で、中学生環境サミットなどにつきましては、よい取り組みだということでお

話がございましたが、そのようなものを充実していきたいということと、環境

情報館につきましては区も支援をしているところでございますけれども、充実

などを図るというようなことを整理してございます。

そのほか、情報発信の充実や環境活動への支援、それから環境配慮行動への

普及啓発などを挙げさせて、資料としてまとめさせていただいてございます。

全体をなめるようなご説明で大変恐縮ではございますが、これまでのご議論

を事務局なりにまとめさせていただいたものでございますので、過不足などが

ございましたらご指摘をいただきたいと存じますし、私どもといたしまして

は、このような今までのご議論をベースに、さらにご議論を深めていただいた

上で、この部会からご答申をいただければありがたいというふうに考えてござ

います。

私からは以上でございます。

部 会 長 どうもありがとうございました。

それでは、今日はこれを一つのたたき台にして、たたき台というか、これは

整理表です。これまで皆さんが３回にわたってフリーに議論していただいたわ

けですが、ここに書いてあることがこれからの答申に向けての一つのベースに

なり得ます。今、全体を見ていただいた訳ですが、ご自分のご意見、過不足な

く表現されているのか。あるいは、こうやって全体を見たときに、今まで言っ

てきたことについてもう少し追加した方がいいとか、あるいは修正した方がい

いとか、あるいは何かお気づきの点があったらご意見をいただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。
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Ｄ 委 員 ちょっと大枠で。

部 会 長 まず議論の仕方についてですか。

Ｄ 委 員 大枠というのは、議論の仕方というよりは意見として、個別の目標に対して

ではなくて、並びかえのような、先ほど言われている基本目標Ⅴについての横

串的性格というようなお話があるんですけれども、ちょっとそれに類似する意

見です。ですから、今後、個別の目標についてはまた別個お話ししたいと思い

ますけれども。

部 会 長 では、全体を通じての話ですね。

Ｄ 委 員 はい。

部 会 長 全体を通じては最後に議論していこうと思っていましたが、どうぞ。

Ｄ 委 員 簡単に、非常に短く。

私が言おうとしていますのは、基本目標Ⅱの、今で言うと「区民の健康と生

活環境を守るまちをつくる」という、ちょっとややこしい構造になっている基

本目標ですけれども、これについては、やはりほかの目標とⅤの違いというの

はまた別で、これはどちらかというとやるべきじゃない、やってはいけない、

要するに防いでいきたいというものが列挙されている項目だと思うんです。ほ

かの目標というのは、こうしていくほうがいい、未来的にこうしたほうがい

い、将来的にこうしたほうがいい、よりよくするためにこうしたほうがいいと

いうものだと思うんですね。ですから、縛りを入れてくる性格、ベクトルとし

ては、行政に対しても事業者に対しても区民に対しても縛りを入れてくる性格

が、基本目標Ⅱにはあると思います。

ですから、これは全体を通してのある程度の、何をするにしてもここは守ら

なくてはいけないですねというコアといいますか、企業の活動で言えばセーフ

ティー・ファーストに近い、安全第一というものからまず事業をやるときにお

話を始めるのが、今、企業ではスタンダードだと思いますけれども、それと似

ていると思います。ですから並べ方として、基本目標Ⅰのところにこれを持っ

てくるということを提案したいということと、防ぐことを明確にするという意

味では、例えばまず公害ゼロ、安心して健康に生活できるまちをつくる、そう

いったようなことを明確にして、公害をゼロにするということを目標として掲

げるということも含めまして、基本目標のⅠをこれに変えていただく。

以下を順番、どうかわかりません、環境配慮行動指針でいうと、１番が公害

防止なんですけれども、その順番に並べられてもいいですが、要するに未来的
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にはこうしていく、大きな目標としてはこうしていくというところを強調した

いということであれば、要するにⅠとⅡを入れかえるぐらいのところでよろし

いのかなというふうな、これは個人的な、この間お話をしていても、ベクトル

が違うものが入っている。Ⅱに関してはやってはいけない縛りのほうであると

いうことを、まず明確にすべきだというのが意見です。

部 会 長 構成ですね。

Ｄ 委 員 はい。

部 会 長 それは最後にしませんか。

Ｄ 委 員 ええ、一応そういう見解がありますということです。

部 会 長 最後というか、議論の進行によっては次回の部会になってしまうかもしれま

せん。

Ｄ 委 員 はい。

部 会 長 まず、順番に申し上げましたが、基本的な事項に書いてあるところは、これ

からの議論のベースになりますので、ここをまず確認いただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。いかがですか。

それでは、順番にいきましょう。

確かに基本目標Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴの関係はどうなっているのか、ここは常

に頭に置きつつ、とりあえずこの資料に即して議論してみたいと思います。

まず、「持続的発展が可能なまちをつくること」、ここに書かれていること

で、今何か決定するとかというよりも、ここに書いてある内容そのものについ

て、少しもう一回整理された形でフリーディスカッションしたいと思いますが

いかがでしょうか。

どうぞ、Ｂさん。

Ｂ 委 員 この目標Ⅰの自転車、駐車場の整備、自転車走行空間の整備、目標Ⅱにも自

転車の内容があるんですが、自転車に関しては、部会でやっているときとちょ

っと前提条件が変わって、東京都の自転車の条例ができたのもありますので、

この辺、まず自転車の整備とルール、マナーの問題というのは当然セットで出

てくると思いますから、ここちょっとばらばらになっちゃうのは何かもったい

ない印象があるので、自転車に関することを何かどこかある程度、Ⅰでもいい

ですしⅡでもいいんですが、分散するよりはどこかにまとめてというのは一つ

のあれかなというふうに思います。

部 会 長 そうですね。このことについては、右側に「Ⅱに再掲」と書いてありますけ
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れども、特に交通に関することだと思いますが、色んなところにⅠにもⅡに

も、それから多分裏にいってⅣにも関係するのではないかと思いますが、いず

れにせよ、どこかに体系的に１カ所できちんと書く、それでほかにも関係して

いるよという関連性がわかればいいのだと思います。この辺は当然かと思いま

す。

ほかに何かいかがでしょうか。どうぞ。

Ｃ 委 員 今の自転車のところの上の四角の、区民へのわかりやすい情報提供と、とい

うところと、その右の方に移りまして、様々な情報媒体を活用した云々を工夫

するというのが、ほぼ同じ内容で、なおかつ具体性がないといいますか、具体

的なイメージがついてこない。そこで、１つにまとめてしまいまして、要は区

民へのわかりやすい情報提供のために、まずは情報媒体というのを、たしかス

マホですとかゲームソフトとか具体的な話が出ていたと思うので、もう少し見

える形で、様々というのはどういうものを検討しているのよというのを入れる

のと、普及啓発の手法を工夫するというのと、参加促進の仕組みづくりをす

る。これどちらでもいいんですけれども、仕組みづくりをこういうふうな形で

進めるというふうに一歩踏み込んだ書き方があっていいのではないかと。ほか

のものは結構具体的な内容があるので、入れていただけないかなと思います。

部 会 長 多分、資料を書いた方の気持ちは、左側がこれは気候問題を書いて、右側が

廃棄物問題の流れで書いているのですね。

Ｃ 委 員 なるほど。

部 会 長 しかし、これはここに書くのがいいのか。むしろ基本目標Ⅴですよね。Ⅴの

ところで最終的にきちんと全部受けて、内容面ではむしろ包括的にまとめあげ

るということだと思います。

Ｃ 委 員 わかりました。

部 会 長 その関係性がよくわかるようにするというのがポイントかと思います。

どうぞ、ほかに意見がある方。

私からすると、なかなか際どいことが最初にいきなり出ているわけでして、

大変に気になる。環境基本計画には、どの自治体も温暖化という文言は入って

いまして、今までは何年までに何％削減するという総量削減目標が必ず入っ

て、今年はもう2013年度になってしまいましたから、京都議定書の第一目標期

間は過ぎてしまいましたが、大体過去は京都議定書の目標の６％削減を念頭に

大体書かれていました。しかしもうそれを頼りにできない。それでは、国の方
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針はというとまだ出てきていない。こういう中で、原発問題をどうするかとい

う議論があって、どの自治体も多分今、頭を抱えて、模索しているわけです

が、こういう状況下、どうここを書くかということについての議論を、頭を悩

まさなければならない。我々も答申のときに悩ますと思いますが。

この点に関して省エネビジョンでは、あくまでエネルギーに関する指標に特

化して方針を掲げていますね。一方、環境基本計画では、温暖化問題に関して

一体どういうふうに打ち出したらいいかということが問われています。ここは

いかがですか。

区というところで、区というのは多分、区の意見だと思いますが、ここがポ

イントでして、二酸化炭素排出量というものを掲げる場合は、係数を固定する

などの工夫ということが書かれています。この意味はわかるかと思いますが。

係数を工夫というのは、要するに、電気の場合はどの種類の発電所によって電

気が供給されるかという中身によって、電気を使うことに伴って排出される二

酸化炭素の量は、変わってしまいますよね。それは、杉並区としては自らの意

思で増やしたり下げたりできません。いかんともし難く、一定の値を想定しま

しょうという意味なのです。ここの係数を固定するという意味は。

具体的にはどうやって固定するのでしょうか。

地域エネルギー

対 策 係 長

環境課の地域エネルギー対策担当係長です。

今、会長がご指摘のように、震災以降、全発電量に占める火力発電所の割合

が、大変高まっていますので、ＣＯ２の排出係数も高くなっているということ

で、この係数は状況に応じて変動いたします。このことから、過去と現在のＣ

Ｏ２排出量の単純な比較というものが難しいので、係数自体は数値としては変

えないというような工夫が必要かなというふうに考えております。

部 会 長 そのある時点というのは、どういう時期が考えられますか。

地域エネルギー

対 策 係 長

例えば震災の前年のＣＯ２係数が継続したと仮定して、排出量を算出すると

いった形になろうかと思います。

Ｄ 委 員 それは何の意味があるのですか。

地域エネルギー

対 策 係 長

要するに排出係数というのは上下にどんどん変動しますので、今区民の皆さ

んが頑張って節電しても係数を乗じると逆にＣＯ２排出量自体は非常に多くな

っていると。

Ｄ 委 員 それを基準にしたほうがいいのではないですか。

地域エネルギー どの時点に係数を固定するのかというのは、また検討が必要かと思いますけ
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対 策 係 長 れども、数値係数をそのままにして排出量だけを出してしまうと、計算上のＣ

Ｏ２排出量が上がったり下がったりということで非常にぶれが大きいので、そ

れ自体意味があるのかという疑問もあろうかと思います。

Ｆ 委 員 私もずっとエネルギーの活動をしておりますけれども、本当に見きわめ方と

いうのは難しくて、皆様には、家庭の場合にはどれだけ電気使用量が下がりま

したとか、ガスの使用量が下がりましたかとかいうような形では見えるんです

けれども、それをじゃあ全体でどういうふうに評価していくかというときに、

その事業者も含めて、この評価というのは本当に難しいと思うんですね。でも

やっぱり目標値がないと、向かっていくものがないということは確かなんで

す。

それと、家庭の場合でも、私たちがやっているのは主に家庭が対象なので、

エネルギーの使用量というのは体重のように平均値が出てこないものなんで

す。これ前もしゃべったかな、そのおうちの大きさとか、家電の量とか、家族

の構成とか、家族の年齢とか、ライフスタイルとかで、みんな全部変わってく

るんです。そこのところで個々のおうちに合わせて、本当はこうやったらいい

んじゃないんですかみたいなアドバイスをやっていったりするんですけれど

も、それをじゃあ数値で出すかといったら、やっぱり区のようなかたまりのと

きには、どこのところもみんな結局ＣＯ２の削減、係数で計算するしかないの

か、今のところではないのかなというふうに思っています。

それがいつの時点でと。じゃ、多いときがいいのか、少ないときがいいのか

というのも、それは私はとても難しくて、係数が変わったから減ったので削減

できましたみたいな形になってはいけないとも思います。

すみません、曖昧な意見で。でもこれはみんな悩んでいるところで、それを

ここに、じゃ数値目標でやるかといったときに、もしほかに自治体ですごくす

ぐれた例があるとすれば、会長に教えていただきたいと思うくらいでございま

す。

部 会 長 いやいや、ないですよ。困ったなと思って。

Ｈさん、何かアイディアがありませんか。

Ｈ 委 員 私は他区の環境基本計画の策定にかかわった際に、その環境基本計画の中に

やはりこの地球温暖化対策の推進計画の性質をあわせ持たせて策定する場合

に、やはり幾ら削減努力を区民がしたとしても、もしくは事業者がしたとして

も、係数で削減努力というのが全く見えなくなってしまうというか、飛んでし
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まうんですね。係数が変われば本当に排出量がもう上下してしまうので。

なので、やはり計画策定時でもいいですけれども、もしくは何か基準年の係

数に固定させて、それでずっと経年の変化といいますか、その努力がそもそも

実っているのか、そうじゃないのかというのもわかるようにしたほうがいいと

いうことは、私もアドバイスしてきているところなんです。

ただ、一方で世の中ではやはり最新の係数を使って計算すると。例えばカー

ボンオフセットでも何でもいいですけれども、そういった実際の削減分の、例

えばクレジットの創出なんかを考えるときには、その最新の係数で計算するよ

うにということを一方で推奨されているわけですから、そちらとの比較も必要

なので、固定した場合と、最新の係数で計算した場合と、両方併記したほうが

いいんじゃないかというようなことは、他の区でも議論して、そういった工夫

はしてきています。

いずれにしても、何か削減努力という部分がちゃんと見えるようにしなけれ

ばいけないので、そういう意味では固定したものも出すというのは必要だと思

います。

部 会 長 どうぞ。

Ｄ 委 員 変数が２個あるわけですよね、係数が変わるということと、電気消費量自体

が変わる。今、主な変数で言ったら２個があって、電気消費量を減らせたかと

いう努力が係数が上がってしまうと無になってしまうと。そういう意味だから

２個明示すればいいわけですよね。係数はこうなりました、消費量はこうなり

ました。

それと、電気の消費量を減らすというふうにするのか、電気の消費量は同じ

でも持続可能エネルギーに変えました、そのうちの何％が持続可能エネルギー

になりました、その３つが見えれば、要するに区民が何をしたことがどこにつ

ながったか。係数には自分はかかわれないというのは、大きな国民投票でもあ

れば、原発をどうするのかというようなときに、係数が高いほうへ自分がかえ

って投票するということもあるでしょう。あるでしょうけれども、それはそう

いう信念に基づいてやるわけですから、それはいいと。ただ、生活上必要な電

気を減らすのか、電気は減らさないという方針を立てた人は、じゃ太陽光に変

えるのか、ガス発電に変えましたということなのかを自分が見られる、人との

比較で見られる、区民がほかはどうしたのかが見られるというふうに変数を別

にすれば、まとめてごっそり東電が言っている係数でこうでしたという、これ
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までみたいな係数問題というのは解決するのではないでしょうか、ある程度。

部 会 長 東京電力以外の係数というのは難しいですよ、杉並区だけの係数というのは

出せない。

Ｄ 委 員 ですからそれはもう仮の、要するに彼らがつくっているものですから、そう

いうものですよということで出せばいい。区がどうやって係数がつくるんです

か。

部 会 長 問題は、この係数というのは杉並区の場合は東京電力なのです。東京電力の

係数が上がった下がったというのは、杉並区の努力というのはほんのわずかで

あって、管内全体の努力の成果がいただけるわけであって、それを杉並区の努

力だというふうに言うこともおかしいですね。

Ｄ 委 員 そうですね。

部 会 長 そこで考えるのは、二酸化炭素で本当に評価しなければいけないのかどう

か、二酸化炭素を主たる評価対象にするのか、二酸化炭素は参考値として出す

ということが考えられる。区の中で行った対策をできるだけメーンに掲げて評

価し、結果としての国際的に求められている二酸化炭素の量という形で評価す

る。ここの多分重きの置き方で、ここに書いてあるのはどちらかというと、エ

ネルギーの消費量だとか、要するに省エネだとかいろんな区の中でやったこと

を評価できるような目標を主として、もし二酸化炭素を出すのでしたら何か前

提条件を置いて、場合によっては参考値みたいな形で示すということになるの

ではないでしょうか。

先ほど、確かに３・11の直前のデータでいいのではないかというのですが、

多分異議が出てくると思います。３・11直前の係数というのは福島第一、第二

原発が健全だった状態ですよね。それを固定した形でやりますというと、仮の

姿として数字を出すにすぎないと幾ら説明しても、人によっては、杉並区とし

ては福島を再開させるということを前提に考えているのかなどどいう誤解を受

けなくもないので、何とも説明がしにくい。

逆に、現在の直近の姿というのを置くと、これも全部仮定ですが、今係数が

高まった姿というのは柏崎原発も動いていない状態ですが、その姿を前提にす

るのですか。個別の電力会社のもとで係数設定するものですから、全部それは

ある種、姿が全部見えてしまうのですね。係数の固定はあくまで仮の数字を設

定しなくてはいけないからやっているに過ぎないですよというような、いわば

数字づくりのための単なる操作をしているんだということが、果たして通用す
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るかどうかですね。

Ｄ 委 員 実際には、ＣＯ２はそれだけ出ているということですよね。最新の情報に基

づいたのが正しいわけですよね。だから、ＣＯ２を減らしたいという本当の目

標があるんだったら、今の本当の姿を見なければまずいですよね。

部 会 長 少なくともそれは評価のときはいいですけれども、33年の目標として何か係

数を設定するというのは、何か変ですね。

Ｄ 委 員 その場合、区としてのエネルギー政策だけじゃなくて、国としてはこうある

べきだということを杉並区が言うと。で、それに基づいた係数を出すというこ

とになるんですよね。原発はこれぐらい稼働するんですとかいう係数をつくれ

ないとね、そうしないと。

部 会 長 いや、そうすると極端なことを言うと杉並区は、国のエネルギー基本計画に

対して、区長さんは経産大臣に意見申し立てしなくてはいけなくなってしまい

ますね。

Ｄ 委 員 もちろん、そうすべきじゃないですか。杉並区としてのビジョンが。

環 境 部 長 その辺は一切考えていません。地域エネルギーを検討する際にも、これはあ

くまで原発の是非を問うような検討をするものじゃないということを言い切っ

ています。

Ｄ 委 員 なぜです。

環 境 部 長 それは国がやることです。

Ｄ 委 員 おかしいな、それ。

環 境 部 長 そんなことないです。

Ｄ 委 員 じゃ、個人はそんなこと考えるなということですか。区民は。

環 境 部 長 私どもは行政として検討をする考えはありません。

Ｄ 委 員 区としてはというのは、行政としてですね。

環 境 部 長 ありません。

Ｄ 委 員 そうですね。それはわかりました。

部 会 長 我々は電気の使用者であり、区民であり、国民であり、納税者であり、有権

者であり、いろんな立場がありますので、杉並区に住んでいる人は区民だけで

はなくて、いろんなことができます。

Ｄ 委 員 ただ、この環境基本計画では区民としての役割を言わざるを得ないわけです

よね。

部 会 長 そうです。どうぞ。
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Ｆ 委 員 今、会長がおっしゃった、区の独自の取り組みで評価をするということは、

そうすると、目標も区の独自の取り組みの中に係数ではない目標を立て、それ

が達成できたかどうかで評価をするというふうにおっしゃっていらっしゃるん

ですか。

部 会 長 エネルギービジョンのことが書いてありますが、エネルギービジョンには、

例えば交通分野などは含まれていないかもしれませんが、少なくともエネルギ

ー、電気だとかそういったところに関しては、ここに書いてあるように、使う

側での努力と、それから区の中でできる創エネといっているから、多分再生可

能エネルギーをどれだけ区の中で頑張れるかというような、そのレベルで供給

サイドの努力も勘案して多分ビジョンをつくられているようですね。

だから、二酸化炭素という観点から言うと、エネルギービジョンで取り上げ

ている分野だけでは足りない、ほかの要素も全部取り込まなければいけないの

ですが、まずは区の中でできる対策のところに少し絞り込んで、そこで目標を

定める。これが多分このエネルギービジョンの考え方ですよね。それをメーン

にして、そこでは足りないところはどこまで目標化できるかとかいうのが少し

難しいのですが、場合によっては、二酸化炭素に換算するときには何か工夫を

して、できれば補足的な目標というのか、さきほど参考値などど申し上げまし

たが、そういう二段構えを考えるというのが、ぎりぎりのラインなのです。

Ｆ 委 員 区のエネルギービジョン、今つくっているビジョンは、交通も含めて、町全

体の姿を私はイメージしていると思っているので、そこの中で、ビジョンです

から、それを具体的な目標値を持った計画の中にどう落としていくかというこ

とになるかと思います。

部 会 長 そこまで入っていましたかね。ちょっと私は認識が甘かったのかな。

そうですか。交通も入っているのですか。

環 境 部 長 交通も、できるだけ公共交通機関を使いましょうとか、そういうことは書い

てあります。ただ、その目標を何に設定しているかというのは、省エネの目標

であったり、どのくらい太陽光なりそういう再生可能エネルギーに変えていく

かという目標であったりというものだけです。

Ｆ 委 員 ビジョンですから、結局こうありたいというところをどう数字に落としてい

くかということという意味だったので、交通のイメージは、南北のバスがあっ

たりということは、その町の中で、やっぱり書いてあったように思ったんです

けれども。



18

環 境 部 長 町自体が、環境にやさしいなり、エネルギー効率のいい町ということで、そ

ういう自転車なり公共交通を使っていく町というふうなところは、ちょっと書

いてあります。

Ｂ 委 員 今の延長で、区の目標設定として、太陽光発電を普及率で33年度目標で10％

を挙げているんですが、10％にいったときにＣＯ２がどれぐらい減りそうだと

いう試算というのは立てられそうなんですか。もし立てられるのであれば、区

内でもしこれぐらい太陽光の家が増えれば、ある程度相関性が成り立つんじゃ

ないかなというのはあるんですけれども。

地域エネルギー

対 策 係 長

ＣＯ２排出量につきましては、先ほども少しお話ししましたけれども、電気

使用量に係数を掛けますので、係数を固定すればある程度の目標の設定は可能

かと思います。要するに比較ができるからということでございます。

部 会 長 計算はできると思いますが、大変難しいこともありますけれどもね。

家の屋根につくったときには、それだけ消費電力が減るんだというふうに仮

定すればできますね。ただ、メガソーラーの場合には、それは結果的に東京電

力に売電するわけですから、売却した電力がまた杉並区に来るとは限らないわ

けですから、だから全部効果というのがカウントできないですよね。

Ｄ 委 員 杉並でメガソーラー計画はないですよね。

部 会 長 一般論で申し上げましたが。

Ｄ 委 員 無理やり絞れば心配しなくていいと。残念なんですが。

あと、これまでの環境基本計画、メーンがそのＣＯ２削減という、目立つと

ころにあったわけですから、この計画を更新するに当たっては、当然、これま

でに電気消費量としてはこれだけ区民の努力、企業体の努力、区の努力、役所

の節電もされていますし、それだけ減らせたんですというのはまず明確に示す

ということが必要と思うんです。計画があってこれだけやれましたという実績

を。それから、今後に関しては、係数については非常にぶれますということを

前提に、消費量でいくのか、再生可能エネルギーを増やすほうでいくのかとい

うのをうたってあげれば、ある程度納得できるんだと思うんです。今までやっ

たことが何だったのかすら何もわからないというのが、一番よろしくない気が

しますけれども。

部 会 長 計画における前段としてのこれまでの取り組みの成果をどう見るかという、

その書き方ですね。

Ｄ 委 員 はい。そこがベースとしてあるんじゃないかなと。
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部 会 長 計画において必ず、現状までの取り組みの評価なり現状認識というものが、

計画では必要になってきますから、その段階でどう書き込むかということで。

ほかにⅠについてはいかがですか。どうぞ、Ａさん。

Ａ 委 員 すみません、矛盾した質問ですけれども、この係数の問題で、区の計画です

から、区で決めた係数で経年変化とかはわかると思うんですが、この係数の設

定は各自治体によって違うということもあり得るわけですか。

そうすると、他区との排出量の数値というのは、相対的に、客観的に比較で

きないわけで、これは基本的に区の計画ですから、区の中のことでわかればい

いんですけれども、そういうこともあり得るということですか。

部 会 長 どうでしょうか、事務局でお答えいただきたいと思いますが、恐らく区独自

でつくるというのは厳しいですね。何かありますか。

環 境 課 長 確かに区独自というのはなかなか難しいと思いますので、今どういうことに

なるのかということは私からもお答えできないのですけれども、ご指摘のとお

りだと思いますが。

部 会 長 エネルギービジョンのほうで何か検討されたことはありますか。

地域エネルギー

対 策 係 長

係数につきましては、東京都が今、固定の数値を使っているというふうに聞

いておりますので、調べまして、それに倣うといった方向が考えられるかと思

います。

それと、先ほど節電目標のお話も出ておりましたけれども、地域エネルギー

ビジョンの、今、パブリックコメントをしているところでございますけれど

も、省エネルギーの目標として、杉並区全体のエネルギー消費量を22年度比で

10％削減とあわせまして、区立施設だとか区民の節電目標もやはり10％削減と

いうような目標を掲げております、今のは補足でございます。

部 会 長 Ａさん、先ほどの質問を私になりに説明すると、係数というのは、杉並区が

その算定の根拠を持っているわけではないです。係数というのはあくまでエネ

ルギーを供給する側、電気だったら明らかにこちらでは東京電力、ですから全

国で言えば９電力を全部足し合わせてつくるわけですけれども。

そういうもとは杉並区以外のところでできるわけです。何を選択するかとい

うことが、杉並区でできることなのです。

Ａ 委 員 震災前とか後とかという。

部 会 長 あるいは2005年にしようとか、2013年にしようとか、いやいや1990年でいい

ではないかとか、それ自体は選択できる。自分で計算するわけではない。そう
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思ってください。

Ａ 委 員 選択がいろいろあるわけですから、選択が違う、年度が違ったりすると、実

際その比較で、ちゃんとした比較ではないということになるわけですね。

部 会 長 ええ、そうですね。

Ａ 委 員 ここは経年で区内、区の変化を見られればいいというのが基本ですけれど

も、他区との関係とかではそういう整合性がとれないところもあるということ

になる。

部 会 長 ただ、経年的な変化がどうなっているかというのを、エネルギーの供給のも

のによって右往左往しないようにするという観点では、どの係数を設定しても

同じようになりますね。

Ａ 委 員 その変化はね。

部 会 長 変化はありますが、絶対量で比較するときには同じ係数を使わないと、杉並

と中野はどう違うかということは比較できなくなってしまうわけです。

何か23区に統一的な考えは無いのでしょうね。あるのでしょうか。

環 境 部 長 23区の会議体のところはありますけれども、その中で議論されたというの

は、聞いておりません。

部 会 長 ほか、いかがですか。ここばかり議論しても他へいかないので、そろそろ次

に移ってよろしいでしょうか。また気がついたらお願いします。

それでは、Ⅱに行きたいと思いますが、いかがでしょうか。

Ｂ 委 員 前回をちょっと省みて、ⅡとⅤはやはり、今までも議会でちょっとアンバラ

ンスな傾向があったので、ちょっとここは。

部 会 長 ⅡとⅤですか。

Ｂ 委 員 Ⅱですね。では、まずⅡのほうをちょっと申し上げたいと思います。

車の、交通の問題が大きいので、これは要は大局的にいうと、三環状という

圏央、外環、中央環状ができて、ミクロの取り組みでいうと、自転車の利用を

増やして車を減らすというのがあって、自転車も使うよというのがあるんです

が、そのマクロとミクロの間として、例えば平成33年でしたか、に高井戸イン

ターの下りの入り口ができるという話がありますので、要は車のアイドリング

とか渋滞とかのろのろを減らしていけば、区内のＮＯＸとかＣＯが減っていく

んじゃないかというのがあるかと思うんです。

だから、多分ＰＭ2.5とか大気汚染を減らすというほうがちょっとメーンに

なっているんですけれども、広い意味での交通環境の整備というのがかかわっ
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てくるので、区でできることは、環八、環七の通過交通の流れをよくする点

と、ミクロの問題でいう家庭の車を減らしたり自転車の問題であったりという

ところに、もうちょっとフォーカスを当てたほうがいいのかなというふうには

思います。

部 会 長 そうですね。特にこれから、具体的な対策という点になると、今おっしゃっ

たようなところは充実させないといけないということですね。

ほかにいかがですか。

Ｄ 委 員 これまで話している中でちょっと漏れているかなと思うのは、今後の取り組

みの方向性の中で清掃工場ですね。今、建てかえでとまっていますけれども、

稼働を始めるというのが計画の期間内にあるわけですから、清掃工場からの排

気の監視、杉並区としてどういうふうに監視をされていくか。これは、水銀が

決めている排出基準よりも多くなって停止したりという問題も何度かありまし

たし、この間私がお話ししているようなオキシダントの要因になるようなもの

が、実際、大もとから出ているか出ていないかもはかれば、ある程度はわかる

話ですし、そういったことを区として区民のために一組と相談されると、要求

されるというのも含めて、清掃工場の監視の仕方は、今回のこの期間内には盛

り込まなくてはいけないのではないか。要するに、周辺住民の公害防止協定に

類するようなものだけに頼るのではなくて、区としては区内にある一番の化学

プラントですから、それをどう管理していくかという、危険施設としてどう管

理していくかというのを盛り込むべきだと思います。

部 会 長 Ⅰとの関係もありますね。廃棄物循環型社会を取り組む、こちらとこちら

の、要するにⅡのほうに入れるべきだということですね、今のお話は。

Ｄ 委 員 そうですね。私の感じではそうですが、それは意見はいろいろおありだと思

っています。

部 会 長 ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。どうぞお願いします。

Ｇ 委 員 私、自転車乗れないんですけれども、今後高齢者の方たちが増える中で、自

動車もそうなんですけれども、自動車の排気ガスというよりか、もう電気自動

車をこれから推進していくと思うんですね。そうなってくると、排気ガスの問

題もまた違ってくるでしょうし、あとコミュニティバスの運行と書いてありま

すけれども、高齢者用の何か乗り物というか、そういったものがいろいろと出

てくると思うんです。例えば簡易タクシーとか、タクシーを利用したものとか
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というのが出てくると思うんですが、そういったこともここに入れたほうがい

いんじゃないかなと思いました。

部 会 長 どうぞ、Ｉさん。

Ｉ 委 員 違うことですけれども、基本目標Ⅱの事業の中に農業の支援育成というのが

入っていますけれども、221番、農業の支援育成というのが入っていますけれ

ども、私、以前基本目標Ⅲのところで農業のことを随分議論したことがあるの

で、もしかしたら農業についてはⅢなのかなとも思っていましたので、事業

名、事業がその場所でいいのかどうか、検討していただくと。

部 会 長 具体的に今のことで、Ⅱとの関係で農業をどうやって位置づけているのか、

少し説明いただけますか。

環 境 課 長 今日お配りした資料ではなくて、今の基本計画に農業の支援育成が事業とし

て221番という番号で載ってございまして。

Ｄ 委 員 余り支援育成じゃないですよね。どちらかというと農業を監視するほうの話

じゃないですか。

環 境 部 長 土壌汚染などのことで触れられてございます。輸入農作物などの残留農薬へ

の関心などを捉えて、減農薬、減化学肥料に努め、土壌汚染をすることのない

よう農家の指導を行うというような観点で、現在の計画では、化学物質の適正

管理と水質汚濁の取り組みのところで入れているものでございます。

まだ、どの事業をどこに盛り込むかというのは、十分整理できていない状態

でございますけれども。

部 会 長 農業の支援という言葉から、業態を支援するみたいで勘違いに繋がるのでは

ないでしょうか。農業における対策の推進とか、そういうふうに書けば良いか

もしれません。

環 境 部 長 ご意見を承りましたので、当初の事業の名称なども確認した上で、どういう

ふうに盛り込むか検討させていただきます。

部 会 長 ほかはいかがですか。お願いします。

Ｈ 委 員 最初の頃は、出席していなかったのでわかっていないかもしれませんが、今

のこの部会まとめの基本目標Ⅱのところの、今後の取り組みの方向性の中に

は、この基本目標の柱、２本そもそもありますよね。「(1)自動車等に起因す

る大気汚染を防ぐ取組」と「(2)化学物質等の適正管理と水質汚濁を防ぐ取

組」、このうちの(1)のほうしか、今後の取り組みの方向性では言及していな

いようですけれども、これはこれでいいということですか。(2)の「化学物質
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等の適正管理と水質汚濁を防ぐ取組」については、もう現行の基本計画で挙げ

られている事業を継承するという整理ということでしょうか。それとも、たま

たま議論がそこまで及ばなかっただけなのでしょうか。

部 会 長 水の話はどちらかというと、大きな河川や公共用水域があるわけではなく

て、善福寺川の、みどりの問題と水辺環境の問題と一体的にいかにそれを保全

していくか、快適なものにしていくかという議論はあったように思っています

が、いわゆる水質汚濁物質をどうするこうするという話は、余り議論としては

活発に出なかったと記憶しています。

Ｄ 委 員 過去、出ていたのは、降雨が多いときに下水が流れ込む。その問題はたびた

び前のときも出ていたんですけれどもね。

化学物質管理に関しては、ＰＲＴＲからＲＥＡＣＨとか、そういったことは

念頭には置かれているとは思うので、具体的に、じゃ事業体に対してどういう

ふうにしていくかというのは、ある程度計画には入っているというところは見

ているんですけれども、余り議論にはなっていなかったんですね。

Ｈ 委 員 それは議論として出なかったのですね。

部 会 長 ここにもかなりページが割かれていますが、最近の話題のＰＭ2.5ですとか

光化学、端的に言うと、実は欧米で中心的な大気の指標というのは、ＮＯＸや

ＳＯＸというよりもオゾンなのです。オゾンというのは日本では光化学オキシ

ダントと言っているんですが、オゾンとＰＭ2.5というものは扱いにくい物質

でして、近傍に何か発生源があるからすぐにそこからの排出をぎゅっと締める

という、硫黄酸化物みたいに煙突から出るからすぐにそこにという方式より

も、大気中でいろんな反応を起こしたり、非常に場合によっては広域的な移入

の中で問題が起こったり、非常に扱いにくい問題、厄介な課題です。

ですから、国策として、あるいは場合によっては国際的な視点で対峙してい

かなければならない問題ですが、だからといって、それぞれの自治体のレベル

では高みの見物でいいかというとそうはいかないですね。結果的には、そうい

う地域、地域の取り組みの重なりが広い分野で、あるいは国策となり、あるい

は国際的な問題になる、そういうことに考えると、だから知らん顔はできな

い。そのときに、一体何ができるかというあたりが非常に難しい。

特にＰＭ2.5については、今、一生懸命議論が進んでいる訳ですが、ここに

は全部、検討する必要があるのではないかというところで終わっているのです

が、基本計画に検討する必要があるのではないかと書くのは何か、ちょっと人
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をばかにしているような気がして、ここのところを少しどういうふうに、今、

何か事務局で何か考えられませんか。右のほうにも対応を検討すると書いてあ

るだけですが。

環境基本計画をあと二、三カ月以内につくる、もうちょっと後かもしれませ

ん。夏ぐらいまでにつくると仮定して、数カ月以内に、何が検討成果として出

てくるかというあたりは、議論が急がれるわけですが、いかがですかね。質問

というか、厳しい質問ですがいかがでしょう。

環 境 部 長 我々、区として今できることというのはやはり限られると思います。現在も

実施していますけれども、基本的には今、東京都の監視測定所のデータという

ものを区のホームページからも見られるようにして、情報提供しているという

ことでございます。そういう中で、今後の状況にもよるかもしれませんけれど

も、非常に悪化するような事態が出てきた場合には、それについてどう対応す

るかというところが出てくるのかなと存じます。

これもなかなか、区だけでどう対応するというのもありますけれども、現在

のところ、我々環境政策としてやるとするならば、基本的には情報を知らせて

いくことが基本かなと思っています。

部 会 長 情報を知らせていくというのは、空気中の濃度が高くなったときどうしよう

かというふうに聞こえてしまいがちですが、その空気中の濃度が高くならない

ようにするにはどうしたらいいかという観点が、多分本質的な対策で、これに

対して、国あたりでも単に中国に物申すだけではなくて、いろんな検討を始め

ているのではないかと思います。この検討期間のうちに事務局のほうで少し精

査をして、東京都の情報、国の情報等々の関連で、区のレベルで、一歩踏み込

めるものはあるのかないのかというあたりは検討していただいた方がいいです

ね。モニタリングでいち早くやるというのは、これは最低やらなければいけな

い話です。

どうぞ。

Ｂ 委 員 例えば平成33年に高井戸インターが全線開通し、富士見丘小学校が移転する

んですけれども、その際にそのインターチェンジができてある程度インフラが

整備された場合に、渋滞が減ってどれくらい空気がよくなるか、その辺のデー

タというのは、交通量のシミュレーションとかはできるんですかね。例えば都

とか国のデータが来るとか、そういうのは一つの指標になり得るとは思うんで

すが。
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部 会 長 それはいかがですか。多分アセスメントのときにそういう予測評価をやった

と思いますが、いかがですか。

環 境 課 長 高井戸インター近隣の学校の移転が決まったものではないので、何とも、こ

れからのお話でございますが、例えば高井戸インターですと、公団がこれから

どういうふうな形で地元に諮って工事に着手するかというようなことで、学校

なども絡みますので、最近にわかに東京都のほうも動き始めている状況でござ

います。そういった状況の中で、交通の影響などについても東京都も推定など

するようになってくると思いますが、区としては、状況を見極めておりますの

で、何がどうできるかということも含めて、今現在では、何とも申し上げられ

ない状態でございます。

部 会 長 どうぞ。

Ｄ 委 員 Ｂ委員のお話でたびたび、道路が整備されると渋滞が解消されて大気汚染が

減るんじゃないかという幻想がおありだと思うんですけれども、まず自動車の

交通量は減っているんですよね。減っているんですけれども、ＮＯＸやＣＯ

は、ＳＯ２は減っているんですよ。もう既に減っているんです。非常に減って

いるんですよ。ただ増えているのは、オキシダントであり、ＰＭ2.5であり、

ＶＯＣと言われるような有機低炭素化合物ということなんです。

それをどう減らすかという話なので、今のお話は前提として、道路ができる

と今言っている指標が下がるというのが、ちょっと混乱されているということ

ですね。それは下がらないです。要するに、交通量が減っているのに増えてい

るわけです。渋滞が減っているのに増えているんです。あのものすごい渋滞だ

ったころに迫っているんですよ、オキシダントの超過時間は、これまで言った

ように。

それと、今、清掃工場がとまって１年たったときに、やはり非常に下がって

いるんです。その富士見丘のオキシダントの超過時間数は、700時間に迫って

いたのが二百数十時間ということですよね、とまった年には。そのかわりに区

のほうは増えているんです。区役所のポイントでは上がっているんです。

だから、おっしゃっている自動車が主因だというのは、オキシダントとＰＭ

2.5については言えないので、ちょっと頭の考え方を切りかえていただいたほ

うがいいと思います。

部 会 長 今、お話が若干混乱しているのは、物の排出量が増えているのか減っている

のかということと、環境濃度が増えているか減っているかということとは、必
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ずしも平行ではないのです。どうしてかというと、大変複雑でして、多分オキ

シダント濃度も、オキシダントが直接出ているのではないですよね。ＮＯＸが

出ていたり、炭化水素が出ていたり、色々な物質が、色々な条件のもとで空気

中で反応し、オキシダントという別の物質ができるのです。そのときに、もと

の締め方がどの割合で締めていくかということによって反応が、場合によって

はより進んでしまったり、うまく抑えると反応が抑えられたりして、制御がう

まくいくかいかないかというのは非常に大きな課題です。そして、そのプロセ

スというのはまだ非常に難しいものですから、大気環境学会の研究者の間でも

常に議論しているところです。

ですから、最終的に人間が吸うのはオキシダントです。ところが、発生源自

体のところをどうやって対応しているかというのは、極めてこれはまだまだ戦

略を立てるのに苦労しているというのが実態です。

ただ、いずれにしましても、発生源を減らすということは大事ですね。そう

いう難しさはありますけれども、今大事なことは、道路計画に伴うアセスメン

トというのはこれからですか。先ほど、これからだとおっしゃったように思い

ましたが、環境アセスメントの手続はどうなっているのでしょうか。

どうぞ、お願いします。

みどり公園課長 実際にインターの話はこれからですけれども、今、放射５号線が実際に設計

をされたとき、平成15年になりますけれども、環境審に環境影響評価案の概要

書というのを出して、その際に予測結果としてのＮＯＸの量であるとかＳＰＭ

の量については、これができることによって一定程度減少するということは、

アセスの影響評価書案の中にはございます。そういったものをどう生かすかと

いうのはあろうかと思います。

部 会 長 多分、オキシダントまでは評価をしていないですよね。

みどり公園課長 はい。

部 会 長 非常に難しいので、多分アセスメントでなかなかできない。ですから、実際

やっているのは、今言われたように単体の物質である窒素酸化物だとか硫黄酸

化物だとか、それからＰＭ、ＳＰＭ、最近ＰＭ2.5までやっているかどうかは

わかりませんが、そこまではやっているということですね。で、一定の効果が

あるだろうという……

ほか、いかがですか。どうぞお願いします、Ｇさん。

Ｇ 委 員 私、結構空気に敏感で、毎回、毎日、東京都だと思うんですけれども、ＰＭ
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2.5が来ているかどうかというのをチェックしているんですけれども、ＰＭ2.5

とオキシダントですか、かなりの数値が上がっていて、これ大丈夫なのかと。

あと黄砂も絡んでいて、黄砂があるときはちょっと苦しいという感覚があるの

で、光化学スモッグ注意報というのを出しますよね。だから、区のほうでＰＭ

2.5なり黄砂なりの何か注意報を出していただければ、マスクをして、私、マ

スクの中にガーゼをちょっと入れるんですけれども、それだけでは防げないと

は言われていますけれども、ちょっとやはり違うんじゃないかなと思いまし

て、そういった区のほうで注意報みたいなものを出していただければ、区民は

少しは注意するんじゃないかなと思いました。

部 会 長 ＰＭ2.5は環境指針の数値が示されましたね。すこし説明いただけますか。

環 境 部 長 数字は出ていますけれども、それが、心配するレベルかどうかというところ

で、例えば九州、福岡県なんかで注意報みたいなものを出したのがありました

けれども、そういうレベルは東京都の中ではないというのが、これは東京の環

境局の見解でもあります。

部 会 長 環境基準が35。

環 境 部 長 35というのと、あと70という暫定指針があったと記憶しています。

部 会 長 70というのは記録されていないということですか。

環 境 部 長 その35というのが、１日平均値とたしかあったと思いますけれども、そうい

う中での基準があって、もう一方で、平均値が70を超えるところが何カ所だと

か都内であったときに、注意報を出すという、たしかその２点があったと思い

ます。その注意報を出すようなレベルのものについては、東京都の中では現在

は観測されていないと記憶しています。

部 会 長 記録されていないという。

環 境 部 長 また、今年の状況というのは、ここ数年間と特に変わるものではありません

ということを言っています。

Ｄ 委 員 今のＧさんのお話で、やっぱり幻想があるのは、中国から来ていると。黄砂

と同じようにＰＭ2.5を捉えられたんですけれども、それは完全に分けたほう

がいいです。黄砂は昔から来ていますし、あちらで汚染物質でたくさん使って

いるのももともとですし。

ＰＭ2.5が急に増える、あるいはオキシダントが急に大陸影響で増えるとい

うのは、多分、月に１回か２回、そういう気流がたまたま起きたとき。それは

上層の気流とスピードですとか、こちらの低層の大気の状態にもちろんよるの
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で、国立環境研究所なんかが出しているデータを見ても、月に例えば４月、５

月で１回か２回です、そういう気流が出たと。ですから、あるところでバンと

上がったというのは。ですから、平均値に影響するような話では全くない。黄

砂が多いから増えているものでもない。黄砂が流れてくる流路とは違いますの

で。

九州で多いというのも幻想です。九州で多いのも、それが原因とは全然、解

析すると思えません。離島で多いと言っているんですけれども、離島の測定ポ

イントのそばに何があるかをちゃんと調べてみられたほうがいい。調べればわ

かることはいっぱいあるので、要するにデマは信じないほうがいい。中国から

来ているわけではない、ほとんど。

Ｇ 委 員 すみません、デマじゃなくてＮＨＫのほうでも、画像としてこう見られるよ

うになっているんです。

Ｄ 委 員 いや、だからああいう画像になるのは、月に１回か２回ですよ。調べてみれ

ばわかります。調べられましたか。

部 会 長 調べるって、どうやって調べるのですか。

Ｄ 委 員 いやいや、データは全部出ていますよ、国立環境研究所の。

部 会 長 どこから来ているというのは。

Ｄ 委 員 そういう気流になりましたというデータを調べられて、研究発表もあって、

それは月に１回か２回しかありません。あるいは2007年に何月かに１回。デマ

ですよ。

部 会 長 私は実はその研究にかかわっていまして、昨日、一昨日と、日本のその研究

の中心となっている方を中心に、国環研からも10人ぐらい、また、日本全国か

ら集まった数十人の人と１泊２日で合宿をしていました。それで、分析は非常

に難しいです。色んな、非常にハイレベルのコンピュータで想定をして色々と

研究をやっています。

その結果で、100％中国から来ているということではないというのは事実で

す。しかしながら、中国の影響が出てくる季節においての中国の寄与度という

のが高いというのも、これは事実です。

Ｄ 委 員 何％ぐらいですか。

部 会 長 今、正確な数字を持ち合わせていません。不正確な数値を申し上げらないの

で、資料は別途ございますので、もし必要だったらお見せしますけれども、そ

れは事実です。大事なことは、中国側の対策。ただもっと大事なことは、本当
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は、中国ではもっと濃度が高いということですね。

したがって、日本のために中国に対策をお願いするより、中国自体のため

に、本当に今、対策をやらなくてはいけない実態があるということは事実でし

て、中国がこの間、ＳＯＸは若干下げてきましたけれども、ＮＯＸの量はずっ

と上がりっ放しです。それから炭化水素などもずっと増えています。したがっ

て、全体として大気汚染上の日本に対する脅威というのは、高まっているとい

うのは、これは事実です。

Ｄ 委 員 事実というのは、ちょっとわからないですけれどもね、その話では。データ

がないので。

部 会 長 それでは、今度、この審議会とは別の場をつくりお見せしましょう。

それに対するものとともに、やはり東京だとか大阪だとか名古屋の大気汚染

の影響というのは、中国だから私は関係ないということもまた違うという。全

体として見ると、やはり近傍による影響というものは無視できないということ

も、これは事実です。

したがって、お互いに、これは中国の影響だから私たちは知らないと言って

もいけないし、だからといって、中国に対しても何も言わないというのも間違

っています。両方やらなくてはいけないと思います。きちんと、そこは、それ

こそ科学的な知見というものはまだ蓄積している最中ですので。

Ｄ 委 員 蓄積している40年の間にこんなことになっているので、要するに基準が決ま

ってから。

部 会 長 それできちんとした上で対策をやっていくということです。

Ｄ 委 員 40年やっていたら、どうしようもないでしょう。

部 会 長 ＰＭ2.5あたりに対する取り組みの、この「検討する」というところは、少

し根を詰めてやっていただいたほうがいいと。

裏面に行きたいと思いますが、Ⅲのところの自然環境、それからみどりの創

出、それから水辺もここに入れるのですね。というあたりはいかがですか。こ

こも大分議論したと思いますが。

どうぞお願いします。

Ｅ 委 員 ４番目、左側に校庭芝生化、学校のビオトープ等々、申し上げたんですけれ

ども、右のほうの今後の取り組みの方向性にどうも生かされていないように思

いますので、私、このときにマニュアルのようなものをつくり、地域とも連携

して対策を立てたらいいんじゃないかと、そういう言い方をしたように思いま
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す。そういう方向性として出していただきたいと思うんですが。

部 会 長 ほか、いかがですか。

Ｅさん、大分あのときご意見たくさん出されたと記憶していますが。大体…

…。

Ｅ 委 員 最後のⅤでまた。

部 会 長 よろしいですか。わかりました。

ほかの方。どうぞ。

Ｂ 委 員 Ⅲで、防災面から河川沿いの緑化推進という話があったんですが。

部 会 長 右側ですか。

Ｂ 委 員 右側のⅤです。これⅣともちょっと関係するとは思うんですけれども、杉並

の魅力というのは、やはり標高50メートルぐらいでも水源があって泉が川にな

ってというのがありまして、公園に追加してあるのは、これⅣと関連するんで

すけれども、やっぱり今、暗渠になっていてそこを遊歩道と公園になってい

る、そこの暗渠の河川の公園といったものも、やはりもうちょっと公園と緑化

といったものにもフォーカスを当ててもいいのかなと思いまして、具体的に言

うと、井草川と桃園川と、あと区役所の下に流れている天保新堀用水のところ

の遊歩道が、暗渠になった時代の昭和40年代から余り変わっていないところと

いうのがあるので、ここをもうちょっと。

今、新しく観光資源ということでまち歩きがはやっていまして、そういうと

ころをほかの区の方がいらっしゃって見ているというのがあるので、この辺を

もうちょっと今後リニューアルできるところは整備していくというのもあるの

かなというふうに思いました。

部 会 長 よろしいですか。

ほかにいかがですか、お気づきの点。

Ｉさんも大分この辺は意見を言われた記憶がありますが。

Ｉ 委 員 先ほどのＥ委員の意見に関連して、あのときおっしゃっていたのは、たしか

個人の人がすごく頑張っていても、何か代がわりすると全くなくなっちゃうと

ころが心配だとおっしゃっていて、それが先ほどのマニュアルということに出

たんだと思うんですけれども。

マニュアルということと、それからその個人だけのことではなくて、区全体

でというふうにここの事務局の方も書いてくださったので、その部分を強調し

ていただければと思います。
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部 会 長 具体的にどうやってやるかという、その方法論が一番、こういう私有財産の

いろんな管理の問題とか、税制の問題だとか絡んできてしまいます。

これは東京のほかの区も含めて、共通の問題ですね。そういう事柄は大体も

う知恵は出てきているのではないでしょうか。いかがですか。

みどり公園課長 みどりの保全については、ずっと課題となっている一方で、創出については

努力をした成果が出ています。農地といったまとまったみどりの減少傾向に歯

どめがかからないということから、先進的自治体の研究をしたり、区としても

今年度は保全に向けての、計画づくりや農地活用懇談会等でそういった議論を

しています。また、９年前から、関係する周辺の世田谷など８区市と共同で

「東京みどりの研究会」、屋敷林の保全や農地の保全について、国や都を交え

て意見交換をして、各自治体の持ち回りで各区首長さんが集まるフォーラムを

行ってきて一巡しました。今年は杉並が幹事なので、そのまとめを今年しよう

と考えています。引き続き知恵を出し合いながら、区だけでなくて他の自治体

と協力しながら何とかできないか取り組んでいきます。

部 会 長 では、お願いします。

Ｆ 委 員 私はこのⅢのところには部会に出ていないんですけれども、今、取り組みの

方向性を読んでも、平仮名の「みどり」というのが、いわゆる樹木とかいうと

ころになっておりますが、やはり生態系全体、その(2)番の自然生態系保全と

いうか、みどりの中にはいろいろな生き物を全部含めて、平仮名で「みどり」

というふうに捉えておりましたので、それについてちょっとここのところは、

書き方かもしれませんけれども、これは平仮名で「みどり」となっているとき

には、樹木ではなくて全部のみどりをおっしゃっているのでしょうか。

部 会 長 この平仮名の「みどり」の一種の使い方でしょうか。現在の環境基本計画も

そうなっていますが、これは何か意図がありますか。

お願いします。

みどり公園課長 杉並区で「みどりの基本計画」を平成11年につくった際に、「みどり」を漢

字の「緑」でなく平仮名にしました。平仮名の「みどり」というのは当然、樹

木だけではなくて、それを取り囲む生物、昆虫であるとか鳥であるとかを含め

た環境として保全していくことを目指すという認識に基づくものです。ただ、

実際に政策としては、生物多様性の保全というのは最近、国全体では取り組ま

れて、区自体で自然環境の豊かなところは３カ所ぐらいしかありません。そう

いった自然環境の保全に取り組みながら、そういった場所を広げていきたいと
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考えています。

Ｆ 委 員 そういたしますと、取り組みのほうの一番上のところで、「公園などみどり

の拠点づくりを進めるとともに」というときにはあれで、またその次に「生け

垣や植え込み等」というふうにして、何か樹木を特定されているような感じが

するんですけれども、やはりこれは全体、多様性のところも指して書かれてい

るということなんでしょうか。

部 会 長 どうですか。いかがですか、この使い方。

みどり公園課長 考え方としては確かに、できるものは植え込みとか生け垣とか樹木になりま

すが、みどりがつながることによって、そういった生物の移動ができる空間を

つなげていくというような認識のもとに考えています。ただ、表現については

工夫したいと考えています。

部 会 長 例示が、生け垣や植え込みなどで創成される、平仮名みどりという、そうい

う意味でしょうね。生け垣そのものが平仮名みどりというふうな意味ではなく

て、そのように解釈しないと。

ほか、何かお気づきの点、いかがですか、ご意見。

では関連して、Ⅳにいきましょう。Ⅳはいかがですか、まちづくり。

お願いします。

Ｂ 委 員 これもさきほどのⅢとちょっと関係しているんですが、12月にいただいたこ

の杉並区環境計画取り組み状況等という、このまとめのⅣのところに、サイン

とか看板類が経年変化で劣化して古くなっているというのがありますので、や

はり公園とか区独自の、さっきも申し上げた暗渠の河川とか、こういったとこ

ろの看板とかサインというのは、やっぱりもうちょっと充実してもいいのかな

というのがありまして、結構、多分私たちは地元でこういうのがありふれてい

る存在なので、どうでもいいと思うんですけれども、やっぱり今、まち歩きが

結構ブームになっていて、ほかの区から多くの人がいらっしゃって、それが例

えば商店街とかお店屋さんとか入って地域の活性化にもなるというふうな観点

もありますので、そういう名所、見どころといったもので、そういう看板とか

サインとかをもうちょっと充実させて、たしか場所にあったと思うんですけれ

ども、ＮＰＯでそういう広告を入れて看板の経費を賄ったりする場所もたしか

あった記憶がありますので、この辺を生かしていただきたいというふうに思い

ます。

具体的に言うと、暗渠の話で言うと、杉並名物というと金太郎の車どめとい
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うのがあって、これよくわからなかったんですけれども、ほかの区からいらっ

しゃった方からすると、あの看板が非常に地域の目印になって、そういうまち

歩きの楽しみになっている面があります。やっぱり歩いてみると結構もうなく

なっていたり傷んでいたりとかするのがあるので、やっぱりちょっとこの辺と

いうのは長い意味でもうちょっと整備が要るのかなというふうには考えており

ます。

部 会 長 前に議論になったところの１つが、まちづくりという中で一体どこまで入れ

るかというのがあって、ここに区の意見があるんですが、もう少し区の意見の

ところを補足的に説明いただけませんか。

これは環境基本計画で一体どこまで入れるかについて、区としては少し絞っ

たほうがいいという、こういう意見ですか。

環 境 課 長 前の部会の議論をお聞きしても、少しいろいろ盛り込み過ぎているような形

でしたので、ほかの計画である、例えばここで挙げていますのは、商店街など

の計画は産業振興計画でございますので、余りこの目標を読んでいろいろ盛り

込むのではなくて、少し整理をしたほうがいいのではないかということで書か

せていただいています。

例えば景観ですと、区の景観計画というのがございます。かなり計画の形は

違いますので、単純に比較はできませんが、ほかの計画である程度計画化して

いるものを少し整理をしたらどうかという観点で書かせていただいておりま

す。

部 会 長 キーワードは清潔な、ごみだとかそういった意味ですね、あるいはたばこで

あるとかそういった側面、さらに環境負荷の低減と景観、この辺に絞ったらど

うかと。今までは買い物の便がいいかどうかとか、そういったことがメーンに

掲げられていたと思うんですが、この辺は少し、やや撤退をすることも含めて

考えるというのが示されていますが、いかがでしょうか。現在の環境基本計画

を見ていただくと、かなり意欲的なことが書いてありまして、これも１つの杉

並らしさなのかなと思ってはいましたが、少し分野調整をしたいということで

すね。

どうぞ、お願いします。

Ｃ 委 員 今の清潔な生活環境、環境負荷低減、景観に絞るとしますと、(2)の個性と

美・やすらぎに満ちたまちなみというのは、その絞った中でどういうふうに出

されてくるのでしょうか。どこら辺を対象に考えていらっしゃいますか。
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部 会 長 どうですか、いかがですか。

環 境 部 長 この審議会でご意見をいただいたとして、また一方で、例えば都市計画審議

会や別の審議会からもご意見をいただくような場面が区全体としてはございま

す。ですから、審議会等からの様々なご意見を調整して、かつその計画それぞ

れの内容性も密接にかかわってくると、非常に難しいところがございます。そ

のあたりをご理解いただければ幸いと存じます。

部 会 長 政策領域って、明確な境が存在しているわけではなく、お互いに関係します

が、どこまでこの環境基本計画というところで責任を持つかというあたりがポ

イントですね。

だから、関係するところをすべて入れると、全部取り入れてもいいのです

が、結果的にそれを遂行する責任能力、それから先ほど申し上げたようにＰＤ

ＣＡでちゃんと評価をして、きちんと政策の具体性に目指していくというのが

どこまでできるかというあたり。それは、より責任が果たせるところが、もし

そこにメーンに掲げているのでしたら、そちらに場合によっては譲ることがい

いのではないかという、多分そういうことだと思いますね。

すごく厳格に申し上げれば、この紙に最初に基本事項と書いてありますね。

多分、この基本事項に書いてあるところの右側に破線で(1)から(7)があります

ね。これは、環境基本条例の、条例そのものですか、条例の何か規則でした

か。

環 境 課 長 条例の中に基本計画で何を定めなければ、事項を定める項目を挙げてござい

ます。それが７個列挙されております。

部 会 長 条例上はこの７つは責任がありますよと言っているのですね。まちなみの、

先ほど言いました買い物が便利だというのは、多分、これどこで読むのかな

と。これは意欲的に(8)、(9)を入れていたのですね。それは、だからといって

違法というか、条例違反かというと、そのようには言わないけれども、少なく

とも条例上の整理から見れば少し意欲的な分野だったということは事実ですよ

ね。

どうぞ。

Ｇ 委 員 いろんな計画に分かれていくということは、一つまとまったものがあって、

それでそこにこういう計画があります、こっちもありますという形で言ってい

るということなんでしょうか。区民としたら、それを見れば、この計画はこっ

ちに入っているんだ、こっちに入っているんだというのがわかるから、だから
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環境はこの分野でやるという、絞られているということなんでしょうか。

環 境 課 長 区役所としてのいわゆる行政計画の体系といたしましては、区はまず区全体

で取り組むために基本構想という、計画というよりは、区が全体としてどうや

っていくのかというまず構想をつくった上で、総合計画と実行計画というのを

つくってございます。ちなみに、冊子としてはこちらでございます。インター

ネットなどでも広く見られるようになってございます。

これが区の全体の計画でございまして、この中に環境にかかわる部分も、今

回資料で一番最初に挙げさせていただいている環境の目標自体が、「みどり豊

かな環境にやさしいまち」というもの自体が、実はこの中に挙げられてござい

ます。この中にも何個かの事業は挙げてございます、総合計画、実行計画の中

にも環境にかかわる計画は挙げてございますけれども、さらに環境にかかわ

る、先ほど会長からもご指摘がございました環境基本条例の中でさらに細かく

計画化をしていくということを条例で決めてございますので、この実行計画も

踏まえて、条例に基づいて、環境の個別分野の計画をつくるということで、皆

様にご議論いただいている環境基本計画をつくっているというものでございま

す。これはほかの環境以外にも、産業でも保健でも福祉でも、それぞれ個別の

計画をつくっているという体系になってございます。

部 会 長 この書き方は工夫が要ると思います。だからといってすごくシュリンクする

ような書き方にして、何を言っているのかわからないような、たとえば、駅前

にはごみがないようにしましょうと言った書き方では意味がないですね。その

書き方は工夫が要ると思いますが、あえて申し上げれば、この計画が何かメー

ンに駅前整備を行うというようなものには、結果的には多分ならない。ほかの

計画などが主役で、こちらは環境という観点からそれをいかに支えるかという

ような関係性で書けるかどうかだと思いますが。

この辺、逆に魅力ある快適なまちなみをつくるのを、目標をどう掲げるかと

いうあたりは、だからすごく知恵が要ります。今ある目標でいいのかどうかと

いうあたりも次回までにちょっとご検討いただきたいとは思います。

最後にⅤの議論に行きたいと思いますが、ここのところはいかがですか。前

回の部会で、かなり長時間にわたって議論したところでありますが。

お願いします。

Ｅ 委 員 これをどう織り込んでもらうか、ちょっと自分でもよくわからないですけれ

ども、環境教育・環境学習の充実を図るというところで、実際のところ、この
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委員会にも学校関係の人が出てこなくなって、意見がどう反映されるのかわか

らなくなっていると。それから、この前、済美教育研究所の方が来られました

けれども、その機会は１回だけでして、要するに環境課と教育委員会と、教育

委員会が考える環境教育・環境学習と、環境課が考える環境教育・環境学習と

が、何か十分話し合いされないまま、それぞれ勝手に進んでいるんじゃないか

という思いがありまして、これをやはり環境教育・環境学習に関しては、もっ

と教育委員会と協働して進めていくという姿勢を、何か入れていただきたいと

思います。

部 会 長 右側ですね。取り組みの方向性。

Ｅ 委 員 そうです、はい。

部 会 長 これは基本的には、前回議論していただいたことの整理をしていただいたと

いうのが基本でして、今おっしゃったのは、それを環境基本計画にするときに

はもっと縦割り的なところを出した、もっと横断的であり、総合的な、意欲的

なものにするべきだというご意見ですね。

Ｅ 委 員 そうですね。そういう視点が前回の議論でも抜けていて、私自体、発言でき

なかったということです。

部 会 長 わかりました。その辺を充実、むしろ右側に教育委員会などの学校教育など

も含めた総合的な推進が要るのではないかということだと思いますので、具体

的にどうするかというのはなかなか難しいところではありますが。

ほかのお気づきの点ありますか。どうぞ。

Ｆ 委 員 今の基本計画のところで、Ⅲのところにエコスクールの推進というのが載っ

ているんですね。これはただ学校を緑化しようとかいうことではなくて、やは

り家庭、地域を含めた環境教育の充実を図るというふうにも載っておりまし

て、そうするとこのⅤのところに、今、Ｅさんがおっしゃった学校とのかかわ

りということなんですけれども、どういうふうにこのエコスクールを、Ⅲでは

なくてⅤでまとめるのか。これは質問ですが、今そのエコスクールというのは

実際にどういう形で推進されているのか、残っているのか。残っているなんて

言ってはいけませんけれども、行われているのかというのを教えてください。

部 会 長 どうぞ、お願いします。

みどり公園課長 所管でないのですが、エコスクール、校庭芝生化であるとか学校の建物の新

設にあたって、さまざまな省エネの手法を入れてきました。これについては、

一昨年度、区の監査があって幾つかの指摘があり、教育委員会としても、全体
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として、これまでの成果を含めて見直しを行い、進め方については整理をし、

取り組んでいると伺っています。

ただ、エコスクールを区が打ち出した当時というのは、学校全体に冷房を区

として入れないという時代で、区長が交代して学校全体に冷房を入れたという

経緯と、それ以外に、校庭芝生化についても一定の成果があることから、全面

芝生でなくても今後やっていくということです。それ以外の太陽光であるとか

風力であるとか、あるいは換気設備などを含めて、活かせるものは今後新設校

については活かしていくとか。あるいはビオトープ、屋上緑化についても引き

続き、取り組んでいくということになど、活かせるものを活かしながら、一定

程度見直しをしてきていると伺ってございます。

環 境 部 長 少々補足いたしますと、エコスクールにあわせて環境教育も行っています。

ただ、それもやっぱり学校ごとに温度差があるというのが実態です。

それから、先ほどのＥさんのお話の中での教育との連携のところですけれど

も、これも我々環境部門が考える充実の思いと、それから学校の立場、学校は

別に環境のことだけやっているわけではありませんから、我々としては環境教

育を一生懸命お願いしたいと考えていますが、もうあれもこれも、例えば防災

もあったり防犯もあったり、様々なことを学ばなきゃいけないという中で、か

なり教育もいろいろやらなくてはいけないことがあって、そういう中での認識

の違いというのはあるかと思います。

我々として、現場としては、かなりその部分は十分話し合いというのも、こ

の間もやってきているつもりではありますけれども、なかなか立場の違いとい

いますか、見方の違いというか、そういうところが、さきほどＥさんからご指

摘いただいたようなものに現実的にはなっているのかなと思っています。

Ｆ 委 員 では、もしここにあるように環境教育・環境学習の充実を図ると、基本計画

に載せたときに、環境部としては、そこは済美教育研究所に当然つなげること

だと捉えていらっしゃるのでしょうか。

環 境 部 長 これはもう区でやることですから、当然、区教育委員会も入って、全体とし

てやるということを例えば計画化すれば、そういうことを宣言するということ

だと思っています。

部 会 長 よろしいですか。お願いします。

Ｉ 委 員 今のことに関連してですけれども、たしか環境情報館のあり方検討会のとき

には教育委員会の方にも来ていただいて、教育委員会のほうも一緒に動いてい
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ただかないと情報館もよくならないというような話し合いがあったと思います

ので、きっと取り組んでくださると思います。

部 会 長 ほかにいかがですか。

まず、その基本目標Ⅴの目標をどうしますかというのがありますが、何を目

標に計画として掲げるのか。これは大変難しい。

従来のものは、ごみの件であるとか、たしか二酸化炭素の話がどうだとか、

要するにⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳに掲げているような環境の質だとか、環境の負荷の量

をこれの目標に掲げていますが、確かにこのⅤによって最終的に得られるもの

はそうかもしれませんけれども、Ⅴが進んだかどうかというものを評価する際

に、そういう何かいきなり最終の量でこうやってはかるというのは極めて間接

的というか、Ⅴが本当に進んでいることの的確なＰＤＣＡにはなかなかならな

いのではないかと。そうすると、Ⅴというのはちょっと別の角度で目標という

か、進行管理していかなくてはならないという気がします。

それから、ここに今書いているところで、(3)の「参加と協働のための仕組

みづくりの推進」という、実は一番最初のこのペーパーの「基本的事項」、

「全体にかかる意見」という中で、一番最後に「計画の進行管理を公民協働で

行っていくことが必要ではないか」とここには書いてありますけれども、ここ

のところの具体的なものを基本目標Ⅴのところで、特にこの(3)のところで、

どう計画上位置づけるかというのが、ここの右側の取り組みの今後の方向性の

中には書かれていないので、ここは欠落していますねということですね。

いかがですか、何かご意見なり。

Ｄ 委 員 前の議論でもあったかと思いますけれども、要するに活動している団体の数

ですとか、そのＮＰＯの、今年はこれだけ増えました、環境関係で実際にこう

いう活動する。それで活動したら結果が出ますんですよね。まとめた冊子です

とか、そういったものを全部区が網羅する。要するに全部収集すると、そうい

う活動。支援しているところだったらもちろんそうだと思うんですけれども、

経済的に支援していなくても拾い上げて、手を挙げてもらって、あるいはホー

ムページを活用して情報を収集して、それが全部見えるようなページをつく

る。総体として増えていっているんだということと、活動自体が余計に深まっ

ていっているんだというような、実際の、興味持ったところはＰＤＦで中身に

も入れるようにしていくというのをやっていけば、数量的にもこの活動の目標

としてはあると思うし、実質どういうふうに深まっていったのかという数では
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見えないところもあわせて見られると思います。

それをやっていくときに、横のつながりも多分、同じ場にありますから出て

くる、活動団体同士のということがあると思うので、そういうリンクができた

ら、それ自体もまた次の年には報告する。こことここがこういう新しいことを

始めましたというような、そういったことをやっていくほうが、先ほどからお

っしゃっているように、確かに環境目標のこれが間接的に、ごみの量じゃない

と思うんですよね、この間からはかれるものとして、ごみの量が減ったものぐ

らいしかないかというご意見があったんですけれども、それはやっぱりちょっ

と違って、予算上はごみが環境目標の中でもメーンですけれども、活動として

はそうじゃないと思いますので、そういったことをやってみてはどうかなと思

います。

部 会 長 要するに民間、区民の中での環境保全の取り組みを何らかの形で定量的に評

価をしていくというような仕組みをつくって、それを指標化すべきだというご

提案ですね。

Ｆ 委 員 できるかどうかわからないですけれども、私はこの１年半、区と一緒に協働

の仕事をさせていただきましたが、ただ環境のこの計画の中で、協働で、何を

というのはちょっと置いておいて、協働で幾つやりますとかいうようなのを目

標に入れるのは難しいでしょうか。

部 会 長 いや、難しくはないけれども、計画に何か書くのでしょうか。

Ｆ 委 員 協働でやることを幾つ増やしますとか、増やすというのは、今あるというこ

とが前提になりますけれども。

部 会 長 今おっしゃっている「きょうどう」の「きょう」はどういう字を書きます

か。

Ｆ 委 員 こちらです。ここに書いてある「協働」です。協力して働くほうです。

部 会 長 「協」ですね。

Ｆ 委 員 はい。

部 会 長 最近「共」という字も、使われているようですが。

Ｆ 委 員 はい、あります。それはやっぱり、この「協」というのは、環境団体も事業

者もそれから区も、同じ立場でというか、例えば委託をする側とかされる側と

かという側面ではなくて、１つの目的に向かって同じように主体者になろうと

いうことだと思うので、それは今ある環境団体が一方的に区から支援されてい

ますとか、区から例えば公園育て組だったら手袋をもらってやって、ちょっと
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具体的な例で恐縮なんですが、そうやってやっていますが、そういうことでは

なくて、区民の側からもこういうことをやりたいから、この目的に対して区は

ここをこういうことができますかみたいなことが言えるということだと思うん

です。

それは、一つ協働なんですけれども、この間ちょっと帰ってよく考えたら、

会長がおっしゃっているのは参画の仕組みのことをおっしゃっている。その企

画の段階からどれだけ、今この環境清掃審議会もそうなんですけれども、区民

と事業者が参画できているかということを言っていらっしゃるんだというのに

気がついて、やっぱりここにこういう取り組みの方向性ではなくて、具体的に

参画の仕組みはこういう仕組みをつくっていきますみたいなことを書くことは

できるんでしょうか。

部 会 長 ここの中で多分、言葉遣いが違うのですが、左側の下から４つ目に、区民同

士が情報共有、意見交換、議論する場があるとよい、問題解決について話し合

える場が、これは１つの形態にすぎないけれども、要するに行政といろんな主

体が一緒になって議論をしたり、戦略を立てたり、あるいは協力したり、ある

いはお互いに学び合うだとか、こういう場が余り見えないですよね。見えない

ので、どうしても行政からの一方通行。支援しますというのは言葉はいいけれ

ども、結局施策として、相手はやっぱりターゲット、統治する対象であると。

統治と言う言葉が適切かどうかはありますが、若干そういう感じがする。

統治じゃなくて協働というと、お互いが対等な立場でそれぞれが責任を持

つ。責任を持つというのが大事です。参加するけれども責任を持たないという

のは協働にならないですから、そういったところまで行くような仕組みが大切

です。今、余り私の目にはなかなか杉並区では見えにくいと思いますが、いき

なり計画に書いて、その仕組みをつくると言っても、この平成33年までの８年

間の間にどこまでそういったものが必要なのかが大切です。できるのかどうか

というのは、この審議会にいらっしゃる皆さんの覚悟のほどでもあります。そ

ういうのはあったほうがいいのではないかとだけで書くのは、書いても作文に

なるだけです。私、何回も申し上げているわけで、もし皆さんで志があれば書

けると思います。

Ｃ 委 員 まず、さっきおっしゃられた定量化というのは、それを公開していただくこ

とで、例えば子供が夏休みの宿題で困っているんだけど何かできるかしら、あ

あ、「広報すぎなみ」を捨てちゃったというようなときにも、非常に活用しや
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すくなるし、参加しやすくなるということにもつながるので、ぜひ団体をつな

げてデータベースをつくって、それをウェブサイトで公開するというのは簡単

なことだと思うので、ぜひやっていただきたいなと思います。

それと加えまして、情報を吸い上げるということは、杉並区で環境に関する

行動をなさっている方をキャッチするということにつながりますので、その

方々の中で行政の視点から見て、ともにパートナーとなっていこうというよう

な質を持った方を、例えば年に数名チョイスして、円卓会議ではないんですけ

れども、例えば意見交流会とか活動報告会みたいな形で年に２回、３回、相手

をいつのタイミングで変えるかは別なんですけれども、そんな形で市民行動の

点で動いていらっしゃる方を線でつなげていただきつつ、行政のほうにももっ

と市民のほうから、こんなことが困っているとか、こういうふうにしたいんだ

けれどもと相談できるような形の場というと、環境情報館は場ではなくてあれ

は箱なので、場というのはやっぱり集めていただいて、こうやって話をさせて

いただくということだと思うので、ぜひそうした会議なり、そういうメンバー

集めなりをしていただけたら、すてきなことと思います。

部 会 長 いきなり何かやるのは難しいとするならば、この環境基本計画の検討期間の

中に最終的にそういう場が誕生するように、つくり上げる、あるいはそういう

ことに向けての行動を開始するというようなことが一つ考えられるのかなとい

う。

環境情報館にそういう機能を持たせるということも考えられなくはないです

が、ただ、そういう環境情報館に関する議論というのはこれまでに色々とあっ

たわけでしょう。そのような異論はなかったのでしょうか。そういうお互いに

問題を持ち寄って、そこで議論をしてみんなでいくような、そういう場です

ね。

Ｉ 委 員 今まで、外部評価を受けまして、あり方検討会でこういうふうにしたほうが

いいということで、案はまとまってはいます。

問題だったのは、これまでの情報館の運営が区からの委託でかなり縛りがあ

りまして、こういうことをやってくださいというのがあって、それに基づいて

やっていたということがあって、今回評価していただいたことを踏まえて、指

定管理制度を取り込んでオープンにして、いろんな環境団体のネットワークの

中心になるようなものにしていこうということで話がまとまりました。だか

ら、本当にそれが機能していけばいいなというふうには思っているんですけれ
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ども。

部 会 長 その運営主体というのは、指定管理者にお任せするのでしょうか。

Ｆ 委 員 指定管理者に、これまでも委託している業務の中で環境団体の支援というの

がありましたから、それをもとに環境団体連絡会が開催され、一応情報公開、

公開するという前提ではあるんですが、なかなか環境団体が全部そこに出るわ

けではありませんし、自分たちの情報をどう出していいかわからないみたいな

ところもあったりするので、環境団体というのは大きさも、それから個々の力

もものすごいばらつきがあるんです。そういうところで、自分たちで本来なら

ば発信してつながっていこうというような仕掛けをしていけば、私は指定管理

者なり、受けた側がしていけばいいことだと思います。

それで、さっきおっしゃっていたような環境団体が何をやっているかという

ようなものは当然、環境情報館では誰でも見られるような情報のつくり方をし

ているんです。ですから、それはペーパーだったりしますけれども、たしかホ

ームページにもちゃんと出ているはずなんです。全くないわけではない。ない

わけではないけれども、それをもっと区民が利用できるような仕掛けをしてい

くということが皆様方のご意見だと思うので、そこはやっぱりどんどんやって

もらうようにするしかないと思っています。

これからそういうことを環境団体が、環境団体はいつも何か、広げたいとは

思っているんです。広げたいと思いつつ、自分たちの活動も何かすごくやっぱ

り趣味的なところで変えたくないと思う矛盾したところもすごくあるので、だ

からそういうところをどんどんつなげていくのが本当の支援だと、私は思いま

す。

部 会 長 なかなか大都市の中で、地域の中でいろんな思いを持った人が集まって、率

直に顔を見せ合って議論し、建設的なものを提案するというのは、今では少な

くなっていますね。公的な存在があって、あとはみんな個人で、個人がちょっ

と調子悪いと公的な責任にするという、こういう関係で、よく最近、自助、公

助、共助とか言いますが、共助がなかなかなくなって、公か自しかない、その

中間体がないという現状です。

そういった観点から言っても、そういう取り組みというのは、必要性はあち

こちで言われていますよね。大体言われているのは防災の関係だとか高齢化社

会の問題では、もう自と公だけではどうしようもないということで言われてい

るようですが、多分環境だとか持続可能性だとかそういった話でも、本当は要
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ると思っています。

環境から突破口を開くのができるのかどうか、疑問もありますが、杉並全体

がどうなっているのか、勝手なことは言えないですけれども、方向としてはそ

ういう必要性は日本各地で見られているわけでして、進んでいるところはそれ

なりに理由があるようです。私もあちこち自治体のヒアリングをやっていま

す。進んでいるところに、何で進んでいるのかと聞いてみれば聞いてみますと

理由があります。市長さんがトップダウン型で指示しているところもあれば、

そうではなくて江戸時代からのその地域の何か特徴的なコミュニテイが育って

いた。飯田市の取組はよく聞きます。何で進んでいるのかなと質問をしたら、

公民館の歴史が語られました。公民館は建物じゃなくて、困ったときに市民が

集まって議論する場だ、それが公民館だという、これは何か徹底的にこういう

ふうに地域社会があって教えてきたというので、だから何かあると誰かが問題

出して、みんなこの指集まれというと公民館に集まると。決して建物ではあり

ませんという。杉並区の環境情報館というのは建物なのか、そういう議論もで

きる場なのかという、そこの違いかと思います。

口で言うのは簡単ですけれども、これをどのようにやっていくのかというの

は、皆様がそういうことを検討していくというつもりがあれば、環境基本計画

の中にそういうプログラムを、何々をつくるなんて結論を書くのではなくて、

そういったような機能ができるように検討していくといって、指標に入れてそ

ういうふうな取り組みが着実に毎年毎年進んでいるかどうかというのを、指標

化することは難しいかしれませんが、この計画に盛り込むというのはあなが

ち、皆様方の発想ですばらしいものができるのではないかと思いますけれど

も。

どうぞ。

Ｉ 委 員 情報館とは全く別に、しかも専門とは別に、勝手なアイデアですけれども、

多分、審議会は区の中に幾つか、それぞれの部でありますよね。そこには区民

の方が公募区民ということで出ていらっしゃると思います。いきなり最初から

先ほどのようなシステムをつくるのは大変なような気がするので、例えば公募

区民の方々だけを全部集めて、そこでざっくばらんな会議を、話し合いをして

いただいて、そこで何かを決めるというわけではなくて、それでいろいろ情報

交換して、それぞれの審議会に戻ったときに何がしかのプラスアルファになる

とか、そういう。
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部 会 長 勝手連的にできないですか。公募市民が勝手にどこかで食事でも食べなが

ら。

Ｉ 委 員 すみません、勝手な、全く専門外の意見で失礼しました。

部 会 長 区が集まれなどというのも、何か変なような気がしますが。やったらいいの

ではないかという気がするのですがね。

Ｇ 委 員 環境とは別のことなんですけれども今、私、介護者の会の立ち上げにかかわ

っていて、介護を立ち上げるというのをお手伝いしているんです。そこではそ

の会を継続するためのボランティアを養成して、最終的にはそのボランティア

の方たちが会を運営するんです。そこには行政が場所の提供と、あと資金の提

供みたいなものがあって、介護ですから、高活の方が入ったりとか、社協が入

ったりとかって、別の行政機関でやっています。

そういったことを考えると、情報館の場所があって、社協のほうにはボラン

ティアセンターがあって、ボランティアの方たちがたくさん集まっていると。

環境の方たちも入っているので、これは問題ないと。あと、参加と協働のため

の仕組みづくりの推進ということで、結果的には行政も入って何らかの形でや

れる場も、お金も、人もあると。ただ、じゃ、何の目的でやるのといったとき

が、やっぱり介護士の会の目的があるのと違って、その目的がはっきりわかれ

ば人は集まるんじゃないかと思いました。

部 会 長 環境基本計画の中で幾つかテーマを出して、こういうテーマについては協働

の、先ほどありましたが、取り組みというものを重点的に試みてみようではな

いかという課題を出して、これから引き続き検討していくというのも一つの方

法かもしれません。

Ｆ 委 員 前回のときに、このⅤ番は全体にかかる意見のところにもございますけれど

も、横断する項目であり、構成に工夫が必要と。そうするとやはり、このⅠか

らⅣまでの目標の中でどういうことが協働でできたかとか、どういうことに参

画が進んだとかということが当然ここには載るということを、取り組みの方向

性のところに加えられる必要があると思います。

部 会 長 そうですね。そうだと思いますね。抽象的にⅤ番だけで議論していても、多

分抽象論で終わっちゃうので、Ⅰ番からⅣ番の中で、特にいろんな主体がかか

って協力しながらやらなきゃできないようなもののところで勝負しないと、意

味ないですね。

今日は時間が大分来てしまったので、そろそろ締めにいきたいんですが。い
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ろんなこのペーパーを、たった裏表のペーパーですが、いろんな示唆に富んだ

話だとか気づきがあったと思いますので、どうしましょうか。

事務局のほうには、次回までに今日の議論の結果を一回整理していただい

て、多分、環境基本計画としてまとめていくための、最終的にはここでは答申

が目的ですけれども、環境基本計画に向けての答申にどういうふうにこれを盛

り込んでいくかということを念頭に置いた骨子づくりをしていただいて、今日

議論があったようなことも、事務局の方でそれをベースにしたたたき台みたい

なものをつくっていただければありがたいですが、いかがでしょうか。もし、

議論が曖昧で不明確な点があったら相談をいたしますし、どうしたらいいかも

含めて相談させていただきたいと思いますが。

これからの予定はどうなっていますか。日程について考えを教えていただけ

ますか。

環 境 課 長 今日、４月の後半で一回ご議論いただきまして、事務局といたしましては、

５月にもう一度部会を開ければというふうに考えてございます。

今日もご議論いただきまして、冒頭にも申し上げましたが、この部会での答

申案の作成をそろそろお願いをしたいという段階になってまいっています。で

すから、次回、その答申の骨子といいましょうか、案といいましょうか、そう

いう資料を事務局でご用意をさせていただいて、ご議論いただければありがた

いと思ってございます。

その上で、この検討の部会あるいは審議会自体でも、大きなスケジュールを

最初の段階でご説明したかと思いますが、６月から、食い込んでも７月に、環

境清掃審議会としての答申をまとめていただければ、区としては大変ありがた

いというふうに考えてございます。

部 会 長 わかりました。５月のいつごろ開催するかですが、できればもう今、決めて

しまいませんか。

環 境 課 長 事務局のほうで日程的に、今、考えてございますのは、場所の都合もありま

して大変恐縮でございますが、５月23日の午前中か、あるいは５月24日ですと

午前中、あるいは午後も場所のご用意ができるということでございます。かな

り絞られた日程で恐縮でございますが、もしこの日程で開催ができれば大変あ

りがたいと思ってございます。

部 会 長 私は23日は予定が一杯で都合が悪いのですが、24日でいかがですか。午前中

ご都合悪い方、ちょっと挙手いただければ。お二方ですね。



46

午後ご都合悪い方はいかがですか。

ほかの方はいかがですか。大丈夫でしょうか。

24日の、できるだけ大勢の参加いただける時間が次回もいいと思いますが、

24日の３時から開始し５時半終了を目途にしましょう。

環 境 課 長 会議場所ですけれども、今、候補に挙がっているのはここの本庁舎ではなく

て、ちょっと離れた分庁舎というところをご用意しています。３時からでした

らば、今の５時半までというお話もございましたが、大丈夫でございますの

で、時間的には24日の午後３時からのスタートで大丈夫でございます。

部 会 長 それまでの間も何か、今日限られた時間の中でなかなか大事なことが思いつ

かなかったとか、提案がある場合、ぜひ事務局にメールを出していただいて、

事務局はそれを皆さんの中で共有できるように取り計らいいただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。

では連休中、アイデアを出してくださいね、ぜひ。

では事務局にお返しします。

環 境 課 長 では、もう一度確認をさせていただきますが、次回の部会は５月24日金曜日

の午後３時からということでよろしくお願いいたします。場所などにつきまし

ては、また改めて事務局のほうからご連絡を申し上げますので、よろしくお願

いします。

それから、別途ご報告を申し上げたいことがございますので、都市計画課長

のほうからご報告を申し上げます。

都市計画課長 都市計画課長です。若干お時間ください。

まちづくり基本方針の改定でございます。それの現状のご報告でございま

す。

本計画は環境分野の分野別計画ということでございますが、まちづくり基本

方針は都市整備分野の分野別計画ということで、兄弟のような関係ということ

で密接に関係がございます。

それで、今、現状の検討状況ですけれども、今、内部的な検討等も詰めてお

りまして、現時点で５月11日の「広報すぎなみ」に概要を載せる形で公表した

いと考えてございます。

５月11日から大体１カ月間ほどパブリックコメントの手続を経て、都計審へ

の諮問等を得て決定するという段取りですけれども、密接に関連する計画とい

うことでもございますので、本審議会の委員の皆様にも、冊子がホームページ
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に全部アップしますけれども、少々分厚いので、直接お手元のほうにお届けで

きるようにいたしますので、ぜひご一読いただいて、ご意見を頂戴できればと

思います。

また、今後の環境基本計画のご審議の参考にもしていただければと思いまし

て、以上ご報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

部 会 長 では、よろしゅうございますか。

環 境 課 長 連絡事項は以上でございます。

部 会 長 どうもありがとうございました。


